
項目別 性別 内容

頭髪・髪型

1 男女 常に清潔に保つ事。（エクステなどする場合は下記の条件を満たしている事）

2 男女 奇抜な髪型禁止。（ｽｷﾝﾍｯﾄﾞ・ﾓﾋｶﾝ・ｱﾌﾛ・ﾄﾞﾚｯﾄﾞﾊﾟｰﾏなど）

3 男女 髪染めはﾚﾍﾞﾙｽｹｰﾙ7番色まで。常にきちんと染めあがっている状態にしましょう。（部分染めは禁止）

4 男女 前髪が目線を遮る髪型（髪をさわる必要がある髪型）はﾋﾟﾝで止める事。

5 男 もみあげは耳たぶの下まで伸ばしたり、頬の中央まで広げない事。

6 男女 女性で髪が肩より長い場合はﾍｱｰｺﾞﾑ等で束ねる事。（特に食材を取り扱う部署）＊男性の長髪はﾍｱｰｺﾞﾑ等で束ね肩より短くする事。

7 女 髪どめは黒、茶、べっ甲色や地味な物で飾りの無いものを着用する事。

ﾒｶﾞﾈ・ｺﾝﾀｸﾄ
8 男女 色みのあるﾚﾝｽﾞのﾒｶﾞﾈ及びｶﾗｰｺﾝﾀｸﾄは禁止。（ｻﾝｸﾞﾗｽは業務上必要と認めた場合は可）

9 男女 顔より印象が残る太さのものや、ｶﾗﾌﾙの色・柄があるものは禁止。

ひげ 10 男 口ひげ、あごひげに関わらず禁止。常に剃っておきましょう。

顔・ﾒｲｸ 11 女 派手なﾒｲｸ（人より目立つ）や極端なまつげ等（付けまつげ、ｴｸｽﾃ含む）は禁止。別途、参考資料（写真）を参照

爪

12 男女 常に清潔に保つ事。

13 男女 極端に長いのは禁止。短く切る。

14 男女 着け爪は禁止。

15 男女 ﾏﾆｷｭｱは肌の色に近いものだけ。（ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｼｰﾙ・石などは禁止）

制服

16 男女 自分の体格に合ったものを着用し、常に清潔に保つ事。

17 男女 指定のものを（各ｾｸｼｮﾝで定められたもの）正しく着用する事。

18 男女
貸与以外の服装（ｽﾞﾎﾞﾝ等）は汚い・穴空き・破れの物、柄（ﾗｲﾝ等）入り、派手な色（原色等）のもの及びｼﾞｬｰｼﾞ（ｽｴｯﾄ）とﾎﾟｹｯﾄが膝等にあるもの（ｶｰｺﾞﾊﾟﾝﾂ等）は禁止。
＊パンツ（ズボン）の色は地味な「黒や茶系及び一般的なデニム（ｼﾞｰﾝｽﾞ）色」を着用すること。

名札（ﾈｰﾑﾀｸﾞ）
19 男女 業務中はいつも所定の場所につける事。

20 男女 飾り等をつけることは禁止。

時計 21 男女 ｼﾝﾌﾟﾙなﾃﾞｻﾞｲﾝのものを選びましょう。
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ﾍﾞﾙﾄ
22 男女 服の外まではみ出すような長い・太いもの禁止。

23 男女 派手な色のものは禁止。

ｱｸｾｻﾘｰ

24 男女 指輪は結婚指輪のみ可。（結婚している事実が必要）

25 男女
ﾋﾟｱｽ・ｲﾔﾘﾝｸﾞ・ﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ・ﾈｯｸﾚｽ等のｱｸｾｻﾘｰは禁止。＊女性のみﾋﾟｱｽは、耳に固定されるｼﾝﾌﾟﾙで小さなものは可。
＊ﾈｯｸﾚｽは、勤務上問題なく、通常見えない様であれば可。＊髪どめｺﾞﾑ等を腕に着けて置くのも禁止。

26 男女 ﾎﾟｰﾁ、ﾎﾟｼｪｯﾄ等を身に付けるのは禁止。（但し、業務上必要で総務の許可があれば可）

27 男女 ﾀｵﾙ・ﾊﾞﾝﾀﾞﾅ・ｽｶｰﾌ等の着用（頭巻き等）は禁止。（但し、業務上必要で総務の許可があれば可）

刺青・ﾀﾄｩｰ 28 男女 禁止。

香水 29 男女 不快感のない程度であれば可。

ｽﾄｯｷﾝｸﾞ 30 女 柄入り・色付は禁止。（肌に近い自然なものを選びましょう）

靴下
31 男女 派手な色・柄のものは禁止。

32 男女 裸足は禁止。（但し、業務上仕方が無い場合はその限りではない）

靴

33 男女 業務に支障がない、服装（制服）に合ったｼﾝﾌﾟﾙなﾃﾞｻﾞｲﾝ（色）のものを選びましょう。（基本的にｽﾆｰｶｰ）＊一部ｾｸｼｮﾝは定められた物（ﾚｽﾄﾗﾝ等）

34 男女
ｻﾝﾀﾞﾙ・ﾐｭｰﾙ・ﾊﾞｯｸｽﾄﾗｯﾌﾟ・ﾌﾞｰﾂは禁止＊但し、ｻﾝﾀﾞﾙについて業務上仕方が無い場合（ｶﾔｯｸ等）及びお客様（業者含む）と完全に接しない場合は
その限りではない）

その他 35 男女 見た目で不自然・不快感を与えるものは禁止。

行動禁止事項
1 未成年者の喫煙・飲酒禁止。

2 飲酒運転の禁止。

3 喫煙場所以外での喫煙禁止。（出勤・退勤時での駐車場等の喫煙は禁止）

4 携帯電話職場使用の禁止。＊但し業務上必要とされている者は可。

5 勤務中以外での制服着用禁止。（但し通勤時は認めるが、寄り道等でお店等に出入する時は禁止）

6 施設内外で制服着用での私用目的の利用は禁止。（例：ｼｮｯﾌﾟ、ｸﾚｰﾌﾟ等の購入）

7 私服での従業員ｽﾍﾟｰｽの出入禁止。（但し、業務上必要な場合はその限りではない）


